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法助動詞の主体化か ら見たCANの

特異性について

田 村 幸 誠

1.序

法 助動詞が かつ ては本動詞で あったことは知 られてい る。 しか し現在 では

形式的 に文法化 され、本動詞 とは異 なった1っ の カテ ゴ リー をな して い る。

また文法化 される ことは意味 の主観化を伴 うとされ る(Traugott(1996))。

法 助動詞 も例 外で はな いが、 その中でcanは3節 で考察 す るよ うに動 詞的

な意味を強 く残 した語で ある。本稿で はこのcanの 形 式 的特 性 と意 味的特

性 の ズ レの問 題 を、Langacker(1990,1991)に お い て示 され た主 体 化

(subjectification)、1及 びグラウ ンデ ィ ング表 現(groundingpredication)

の考 え方 を用 いて考察 してみ た い。 まず次 節 でLangackerの 法 助 動 詞

の主体化 の考 えを概観 し、3節 でその考 え方 か ら見 たcanの 特 異性 につ い

て考察す る。

2.Langacker(1990,1991)

Langackerに よれ ば、法助動詞 は形式的 に文法 化 され、 そ して時制要 素

と同 じく、過 程を定形化 す るグラウンディング表現 として働 く。 グラウンデ ィ

ング表現 とな った現 在 の用 法 で は、 本動 詞時 代 と異 な り必 ず定形 で 現れ 、

*tomayや*maying、*mayenの よ うに不定詞 や、 分詞 と して は機 能

しない とい う法助動詞 の特 徴がでて くる。 この発達 の歴史 をLangackerは

過程(process)を 引 き起 こす潜在力(potency)の 主 体化 による もので あ る

と考 え、次頁上図(a)か ら(c)へ の変化 である と見 なす。
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主体化 とは、もともと客体的に解釈されていたものがより主体的な解釈を受

けるという意味的拡張を指す。

法助動詞 はOEの 時代は本動詞であり現在のwantと 同じ意味構造をもっ

ていたと考え られる(図a)。2こ のwant型 の意味構造の特徴 は、潜在力

が文全体の トラジェクター(tr)の 位置にあり、言語的にも明示され、客体

的に解釈されるという点にある。またこの構造は、二重点線矢印で示 したよ

うに実際に過程が起こる見込みについて述べたものではなく、適切な条件が

整えば文全体の トラジェクターが ランドマーク(lm)の 過程を引き起 こす潜

在力を有 していることを表 している。例えば、Tomwantstoswim.と い

う文で考えると、Tomはwantの 主語であり、意味的にはswimの 主語

で もある。そして"Tom-swim"と いう過程を引き起こす潜在力は客体的に

解釈される主語Tom(文 全体のtr)に ある。 この図(a)の 構造か ら潜在

力はより主体的に解釈された中間段階の図(b)を 経て、最終的に言語的 に

明示されない、 グラウンディング表現 としての図(c)の 構造 に至 ったと考

える。

図(c)で は過程を引き起 こす潜在力が客体的に解釈される主語にあるの

ではなく、より主体的に解釈 される何 らかの参照点に置かれていることが示

されている(デ フォール ト値 としてはG)。 その結果、潜在力はプロファイ

ルされていない。具体例 として次の文を見てみよう。

(1) a. You may go there.
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b. I permit you to go there.

mayもpermitも 「許可」の意味を持つとされるが、「許可」 という潜在

力を与える存在が(1b)の 本動詞のpermitの 場合1と いう形で明示 され

ているのに対 して、(1a)の 主体化されたmayの 場合、 それは明示 されて

いない。通常、話者が許可を与えたと考え られるが、他人の許可を話者が伝

えていると考えることもできる。 しか し、 いずれの場合 も"you-go-there"

という過程を引き起 こす許可を与えた存在が言語的に明示 されておらず、主

体的に解釈されているといえる。

(1a)の 例は、根源的意味の例であるが、認識的意味の場合、根源的意味

と同 じ文法化された形式を用いるが潜在力は更に主体的に解釈され、話者が

過程の実際に起こる見込みの査定(assessment)を す るとい う意味 しか持

たないことになる。上で も述べたように、主体化 とは本動詞時代には顕在的

に現れていた潜在力が、主体的に解釈され薄れていくことを意味する。従 っ

て認識的意味の場合、それがもっとも希薄となった形で解釈され、話者が直

面 している現実の進展が潜在力になるとLangackerは 考える。具体例 と し

て次の文があげられる。

(2)  This may turn out to be the  comet of the century. 

                            (Newsweek,  April 1, 1996)

thisは 百武彗星を指 している。話者が現在の状況か ら判断 して この彗星が

20世紀を代表する彗星になる可能性があるという査定を行 っている。っまり、

現実が進展 していけばそのように考えられる日が来る可能性があることを示

唆 している。

以上簡単ではあるがLangackerの 主体化の考えを概観 した。

3.CANの 特異性について

canが 他の法助動詞と同様にグラウンデ ィング表現 として機能 している
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ことは間違いないといえる。 この事は形式的にcanが 不定詞 として*to

canに なったり、分詞として*canningや*cannedに なり得ず、 また他

の法助動詞 と共起せず、必ず定形で現れるということから明らかである。 し

か し、意味を中心に考えた場合、canの 「能力」 や 「可能性」 の意味 は法

性をあらわす ものとして扱われない場合がある。 その理由と して、canは

話者の何 らかの心的態度や主体的に解釈される意味を表す というよりむ しろ

主語の性質の記述を表すという動詞的な意味が強いか らだと考えられる。法

助動詞の主体化は潜在力の薄れに関係すると上で述べたが、 このことと照ら

し合わせなが らcanの 意味の特異性について考えていく。

3.1「 能力」と 「可能性」

一般に、canに は 「能力」、「可能性」、「許可」の意味があるとされるが、

「能力」と 「可能性」の意味から考察する。

以下は代表的な例である。

(3) a. She  can speak four languages. 

   b. I can only type very slowly as I am quite a beginner. 

                                  (Coates 1983: 89) 

    c. Wanna-bes can simply trace the perfect brow through the 

      plastic sheets. (Newsweek, May 27, 1996) 

   d. The weather can be awful (sometimes). 

                                 (Palmer 1990: 107) 

    e. Even expert drivers can make mistakes. 

                            (Quirk et al. 1985: 221)

(3a)一(3c)は 「能力」 の意味を(3d)一(3e)は 「可能性」 の意味を表 してい

ると考えられる。まず 「能力」の意味の場合、いずれの場合 も文以外のとこ

ろから過程を引き起 こす何 らかの力(潜 在力)が 働いているとは思えない。

話者の直面する現実が文に示された過程を未来に引き起 こす可能性がある、

と話者が認識的意味で捉えているものでもない。 これらは主語に内在する性
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質の記述であり、適切な条件が整えばいっでも主語が過程を起 こす能力があ

るということを示 しているものである。過程を引き起 こす潜在力は主語にあ

るといえる。従 って、「能力」の意味の場合は、前節の図(a)の 構造をとっ

ていると考え られる。

同 じことが 「可能性」の意味の場合にもいえる。 この場合も主語の内在的

な性質の記述であり、外的な何 らかの潜在力が働いているとは考えられない。

またmayの 表す認識的な 「可能性」 とも違い、文に示された過程が話者の

直面する現実が進展 して起 こる可能性があると述べた ものでもない。3基 本

的には 「能力」の場合 と同様に、適切な条件が整えば主語が文に示された過

程を引き起こす性質を持っということを述べた文である。潜在力は主語に示

されていると考えられ、 この場合 も図(a)の 構造をとるといえ る。 以上の

ことか ら、「能力」 も 「可能性」も基本的 には同 じ意味構造を持 ってお り、

canは グラウンデ ィング表現という他の法助動詞と同 じ機能をもつ一方で、

主語に明確に潜在力が示 されるという動詞的意味 も持 っているということに

なる。'

しか し一方で、canは グラウンデ ィング表現 として機能す るという他の

法助動詞と同 じ特性から、同じ 「能力」や 「可能性」の意味を表すbeable

toと は異なり、主語選択の制限はない。

(4) a. There can be only one explanation. 

 b.  * There is able to  be only one explanation. (Klinge 1993) 

(5) a. It can be very cold in Stockholm. (ibid) 

 b.  * It is able to be very cold in Stockholm.

(4)、(5)の 場 合、潜在力 の位置 は、(3)に 示 した場合 と違 い明確 に主語 に

示 されて いる とは言 い難 い。Bybeeetal.(1994:197-98)で は、thereや

itの よ うな虚辞 と共起 した場合 のcanは 認 識 的意 味を持 ち合 わせ て いる と

述べ ている。 つま り、canの 意 味が あ る程 度主 体 的 に解 釈 されて い る こと
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を意味している。だが、この場合 も他の法助動詞 に見 られるように完全に認

識的意味 を獲得 しているとはいえない。 その例として次の文を考えてみる。

(6)a.ItcanbecoldinStockholm.

b.Stockholmhasthepotentialofbeingcold.

(Bolinger1989,柏 野1993a:204)

(7) There * can/may/will be a strike next week.4

Bolingerと 柏 野 は(6a)は(6b)に 書 き換え られ るとして い る。 この こと

か ら言え ることは(5)も(6)も 基 本的 にはStockholmと い う場所の性 質

の一般的 な記述 であ り、特定 の過程 が未来 に実際起 こり得 るか どうかを問題

に した記述 で はな いとい うことである。 また(7)はnextweekと い う副

詞がつ くことでス トライキが実際 に未来 に起 こり得 るか どうか とい う意 味合

いが生 じ、 そ して この場合canは 不 適切 となる。 また、 認識 的 意味 を持 た

ない端的 な例 として(8)が あ げ られ る。

(8) The pound *  can/may/  will be devalued soon.5

soonが なければcanは 容認可能なのだが、「まもなく起こる」 とい うこと

から特定 の過程を指 し、canは 適さな くなる。以上の ことか ら特定 の過程

が現実の進展の結果起こり得るかどうかという話者の認識的 ・主体的な判断

を表すほどcanは 法助動詞としての意味を発達させていないといえる。

「能力」という意味は基本的 に有生なものに内在する1っ の性質を表す言

葉であると考えられる。他のものがあるものに対 して 「能力」を与えるとい

うのは通常考えられない。その点が 「許可」や 「義務」といった他の法助動

詞が表す意味と決定的に違 う点である。また 「可能性」の意味の場合でも、

外的な潜在力、あるいは、現実の進展の結果何 らかの過程が起こるというこ

とを示すものでもない。その点において、mayの 表す 「可能性」の意味と

は異なり、canが 完全 に主体 的に解釈 されているとみなすことはできな

いo
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3.2「 許 可」

2節 で、permitの 場 合 は 「許可」 を与 える潜在力が明示 され てい るのに

対 して、mayは 明 示 されず主体的 に解 釈 され る ことをみ た。 で はcanの

場 合 はどうであろ うか。

(9) Even though this is my rock you can use it sometimes. 

                                (Palmer 1990: 71) 

(10) You may have a cookie after dinner.

Sweetser(1990:53)はmayの 「許 可」 よ りもcanの 「許 可」 の方 が丁

寧で あると して いるが、 この了寧 さの原因 に関 して3.1で 分 析 した ことが こ

こで も当 てはまる。(10)のmayの 場 合 は子供が母親 にク ッキーを食べ たい

とね だったと ころ、「夕食 の後で」 と母親 が答 え た もので あ る。 この 場合 、

子供(yOU)が 食 べ るとい う過程 を起 こした くて も、起 こせ ない こ とを示 し

てい る。っ ま り主語が 自発 的に過程 を引 き起 こす ことはで きない。一方、(9)

のcanの 場 合 は 「許可」 を与え られて いる点 で は同 じで あ るが、 過 程 を起

こす、起 こさないの自由が主語(yOU)の 側 に残 されて いる。主 語 の側 に過

程 を起 こす選択が あるかど うかで両者 は大 き く異 な って いる。 もちろん、人

の ものを勝手 に使 うわけにはいかないので、主語 に過程 を引き起 こす潜在力

が完全 に残 されて いる とは言 い切 れないが、mayに 比 べ れ ば強 く残 って い

るといえ る。 すなわちcanは 、 主体化 が進 んだと考 え られる 「許 可」 の意

味 の場合 で も、「能力」・「可能性」の場合 に見 られた動詞 の意 味構造 を強 く

残 してい ることが わか る。

実 際、下 の(11)、(12)が 示 すよ うに、canの 「能 力」 ・ 「可 能 性」 ・

「許可」 の意 味 は簡単 に区別 できるもので はない。mustの 「義務」 と 「必

然性」、mayの 「許可」 と 「可能性」 の場合 のよ うには っきりと多義 的に現

れて くる もの で はな い。3っ の意 味 は、 相 互 排 他 的 で は な く、Coates

(1983:16)が い うよ うに融合(merge)し て い ると考 え るべ きであろ う。
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(11) You can change the rule at will. (S. Terkel, American Dream) 

(12) You can board an express in Tokyo, called Odoriko, and will 

   be in Shuzenji in about two hours. 

                        (The Japan Times, May 31, 1995)

3.3mustと の 関係

canは 「可 能 性」 の意 味 を持 っ ことか ら、 これ まで 同 じ意 味 を持 っ

mayと の 比較で論 じられ ることが多 か った(Bolinger1989,柏 野1993b)。

しか し、主体化 の発達 の観点か らmustと 比 較 す る と興 味深 い点が 現れ て

くる。

2節 で法助動詞 の主体化 にお いて、認識的意味の方が根 源的意 味 よ りも、

より主体 的 に解 釈 され ることを考察 した。Langacker(1990,1991:279)

は、 認識的意味 を更 に未来 の過程を査定す る ものと現在の過程 を査定す るも

のとの2つ に分 け、後者 の方が更 に一層、主体的解釈が進んだ ものと考える。

理 由は前者 が未来 に過程が起 こる(happen)事 の 査定 に関す る もので あ る

のに対 して、後者 は、現実 には起 こ って いる ことの査定で あり、 話者 にとっ

ての現実(knownreality)が 進 展 してその過程が事実であ るか ど うか を確

かめ る(provetobethecase)も の となるか らである。っ まり、その査定

が完全 に話者 の領域 に納 ま るものだか らである。

(13) a. You must be tired. (Langacker 1990) 

   b. He may be finished by now. (ibid) 

   c. This may turn out to be the comet of the century. 

 (=  (2)) 

 d.  * The plane must land in a few minutes. (Rivire 1981)

(13a,b)}岑 現 在 の過程 に対す る認識的意味 であ り、(13c,d)は 未 来 の過程

に対 す る認 識的 意味 で あ る。(13a,b)に お いて は、 それ ぞれ"you-be

tired"、"he-be-finished"と い う過程 が話者 の直面 して いな い現 実 で も う

すでに起 こってい ると考 え られ、そ の見込 みに関 して話者が査定 してい ると
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考えられる。(13a)と(13c)か らmayは 未来の場合で も、現在の場合で

も、両方の場合の査定 に用いることができるといえる。 しかし、mustは 現

在の場合の査定のみで、(13d)に 示 されているように未来の場合の査定に

は用いることができない(Langacker1991:278)。

「本動詞→根源的法助動詞→未来の認識的法助動詞→現在の認識的法助動

詞」という主体化の発達 において、認識的意味のmustは もっとも主体化

が進んだ法助動詞であるといえる。3.1節 でcanが 本動詞的意味を強 く残

す法助動詞であることを考察 したが、canとmustは 主体化の発達のスケー

ルにおいて両極の位置を占めているといえる。そして両者は種類の異なる非

常に高い可能性を表す。canは 適切な条件が整えば主語が確実に過程を起

こす高い可能性であり、mustは 過程がほぼ確実に話者にとって事実 となる

高い可能性である。

(14) There *  can/  may/  will/ * must be a strike next week. 

(15) It *  can/may/  will/ * must rain later.

(14)と(15)に おいて、どちらの場合 もcanとmustは 容認 されない。

しか し容認 されない理由が両者の場合異なる。canの 場合、3.1節 で考察

したように、特定の過程の見込みを査定するという法助動詞の主体的な意味

を持っていないからであり、mustの 場合、査定はするのだが、話者 にとっ

ての現実 となりえるかどうかの最 も主体的な査定をするのであり、過程が未

来に起こりえるかどうかの査定 には用いられないからである。

4.結 語

本稿ではLangacker(1990,1991)の 主体化の考えに基づきながら、can

の特異性について考察 してきた。canは グラウンディング表現と して機能

するという法助動詞の必要条件 は満たしているが、意味的には潜在力が文内

に或程度明確な形で残 されているという動詞的な意味を強 く持っ語であ り、
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主体化のあまり進んでいない語であるということが示 された0形 式的に現れ

て くる特性 と意 味的特性 の間 に発達 のずれがある といえる。Traugott

(1996)に おいて形式的に主観化されたものは更に主観性の意味を増 してい

くという記述がある。Coates(1995)は 、米語において近年、canの 認識

的用法が発達 してきていると報告 しているが、6canは 、Traugottの 示唆

が共時的に観察できる好例である。canは 主体化が遅れているぶん、法助

動詞のダイナミックな意味変化を共時的に観察す ることができるいい素材で

あるからである。今後の課題 としては、主体化のスケールから見れば、他の

法助動詞がどのように位置づけられ、互いに関係づけられるのかを明 らかに

していく必要がある。

*最 後になるが、本稿執筆 にあたり熱心 に指導 してくださった河上誓作先生、

大庭幸男先生、認知文法の勉強会で様々な示唆を与えてくれた大学院の方々

に心か ら感謝の意を表 したい。

注

1「 主 観 化 」、 「主 体 化 」 は ど ち ら も"subjectification"の 訳 で あ る が 、

Langacker(1990,1991)の 意 味 で 用 い る場 合 、 「主 体 化 」 と訳 した。

2Langacker(1991:269)はcanの 元 々 の 意 味 を"itssubjecthasthe

knowledgeormentalabilitytodosomething"だ と して い る。

3Leech(1987:81)で はcanの 「可 能 性 」 を"theoreticalpossibility"、

mayの 「可 能性 」 を"factualpossibility"と よ ん で 区 別 して い る。

4柏 野(1995)の 例 文 に筆 者 がmay,willを 加 え た もの で あ る。

5柏 野(1993a)の 例 文 に 筆者 がmay,willを 加 え た もの で あ る。

6Coates(1995)の 挙 げ て い る例:[w]ehopethiscodingsystemcanbe

useful[tootherlinguistsworkinginthefield]o

注4と5を 含み本稿の例文の容認性 の判断は、イ ンフォーマントとしてMichael

T.Wescoat先 生 にご協力をいただいた。記して感謝申 し上げたい。
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